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平
成
17
年
10
月
１
日
の
市
町
村
合
併
以

降
、
大
田
原
市
の
国
民
健
康
保
険
税
の
税

率
等
は
、
平
成
20
年
４
月
に
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
が
ス
タ
ー
ト
し
た
こ
と
に
伴
う

後
期
高
齢
者
支
援
金
等
分
の
創
設
、
平
成

21
年
度
か
ら
課
税
方
式
を
４
方
式
(所
得

割
＋
資
産
割
＋
均
等
割
＋
平
等
割
)か
ら

２
方
式
(所
得
割
＋
資
産
割
)に
改
め
る
な

ど
、
課
税
総
額
を
増
額
す
る
改
定
は
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
こ
の
度
、
国
民
健
康
保

険
事
業
費
特
別
会
計
の
収
支
が
ひ
っ
迫
状

態
と
な
り
、
や
む
を
得
ず
平
成
23
年
度
の

国
民
健
康
保
険
税
率
お
よ
び
課
税
限
度
額

を
引
き
上
げ
ま
す
。

■
医
療
費
は
年
々
伸
び
て
い
ま
す

　
　

大
田
原
市
の
国
民
健
康
保
険
事
業
費

　

特
別
会
計
に
あ
っ
て
は
、
高
齢
化
の
進

　

展
に
よ
り
一
人
当
た
り
の
医
療
費
は
年

　

々
伸
び
て
い
る
な
か
、
平
成
22
年
度
に

　

は
診
療
報
酬
が
プ
ラ
ス
改
定
さ
れ
て
医

　

療
費
が
急
激
に
伸
び
て
い
ま
す
。(平
成

　

22
年
度
11
月
診
療
分
ま
で
の
実
績
で
は
、

　

対
前
年
比
７
・
８
％
の
伸
び
２
億
５
千

　

万
円
の
増
加
)

　
　

平
成
23
年
度
以
降
に
つ
い
て
も
医
療

　

の
高
度
化
や
高
齢
者
の
増
加
に
よ
り
医

　

療
費
は
伸
び
続
け
る
も
の
と
見
込
ま
れ

　

ま
す
。(図
１
参
照
)

平
成
23
年
度
国
民
健
康
保
険
税
の

税
率
等
改
訂
の
お
知
ら
せ
①

平
成
23
年
度
国
民
健
康
保
険
税
の

税
率
等
改
訂
の
お
知
ら
せ
①

平
成
23
年
度
か
ら
税
率
お
よ
び
限
度
額
が

引
き
上
げ
に
な
り
ま
す

図１ （単位円）

（単位円）図２
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■
調
定
額
(国
保
税
収
)は
減
少

　
　

一
方
、
国
民
健
康
保
険
は
社
会
保
険

　

等
と
比
べ
て
高
齢
者
や
低
所
得
者
が
多

　

い
な
か
、
経
済
の
低
迷
に
よ
り
所
得
の

　

落
ち
込
み
が
顕
著
で
あ
っ
た
た
め
(図

　

２
参
照
)、
平
成
22
年
度
の
国
民
健
康

　

保
険
税
の
税
収
は
当
初
予
算
額
を
１
億

　

４
千
万
円
も
大
き
く
下
回
っ
て
し
ま
い

　

ま
し
た
。

　
　

そ
の
た
め
、
医
療
費
の
急
激
な
伸
び

　

と
相
ま
っ
て
税
収
不
足
が
生
じ
る
見
込

　

み
と
な
り
、
国
民
健
康
保
険
の
財
政
調

　

整
基
金
の
取
り
崩
し
と
併
せ
て
税
率
お

　

よ
び
課
税
限
度
額
の
引
上
げ
が
必
要
と

　

な
り
ま
し
た
。

■
税
率
改
定
が
必
要
で
す

　
　

国
民
健
康
保
険
の
財
政
は
、
医
療
費

　

か
ら
国
・
県
等
の
補
助
金
を
差
し
引
い

　

た
残
り
を
国
民
健
康
保
険
税
で
賄
っ
て

　

い
ま
す
。

　
　

ま
た
、
医
療
負
担
の
比
較
的
少
な
い

　

協
会
け
ん
ぽ
や
健
康
保
険
組
合
、
共
済

　

組
合
の
被
保
険
者
の
保
険
料
の
一
部
を

　

65
歳
か
ら
74
歳
ま
で
の
高
齢
者
(前
期

　

高
齢
者
)の
占
め
る
割
合
が
多
い
国
民

　

健
康
保
険
に
対
し
て
交
付
す
る
仕
組
み

　

(前
期
高
齢
者
交
付
金
)と
な
っ
て
お
り
、

　

こ
れ
ら
社
会
保
険
等
の
加
入
者
の
方
か

　

ら
の
支
援
も
受
け
て
い
ま
す
。

　
　

医
療
費
が
伸
び
れ
ば
、
国
・
県
等
の

　

補
助
金
も
増
え
ま
す
が
、
同
時
に
国
民

　

健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
被
保
険
者

　

一
人
ひ
と
り
の
負
担
(国
民
健
康
保
険

　

税
)も
増
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
　

な
お
、
今
回
の
税
率
改
定
に
当
た
っ

　

て
は
、
急
激
な
負
担
増
を
抑
え
る
た
め
、

　

国
民
健
康
保
険
の
財
政
調
整
基
金
を
取

　

り
崩
し
ま
す
。

　
　

大
田
原
市
の
国
民
健
康
保
険
の
財
政

　

を
支
え
る
の
は
、
国
・
県
・
市
の
負
担

　

と
前
期
高
齢
者
負
担
金
、
そ
し
て
国
民

　

健
康
保
険
被
保
険
者
一
人
ひ
と
り
の
国

　

民
健
康
保
険
税
で
す
。

　
　

な
お
、
国
民
健
康
保
険
の
収
支
が
赤

　

字
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
場
合
に
、
一
般

　

会
計
か
ら
赤
字
分
を
繰
入
れ
(法
定
外

　

繰
入
れ
)補
て
ん
す
る
こ
と
は
、
国
民

　

健
康
保
険
の
加
入
者
が
最
大
限
の
努
力

　

を
し
て
も
運
営
が
困
難
と
な
り
、
社
会

　

保
険
加
入
の
方
々
に
も
福
祉
対
策
と
し

　

て
理
解
を
し
て
い
た
だ
い
た
と
き
に
初

　

め
て
可
能
と
な
り
ま
す
。

　
　

自
分
た
ち
の
医
療
費
は
自
分
た
ち
が

　

負
担
す
る
こ
と
が
医
療
保
険
制
度
の
基

　

本
で
す
。

　
　

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
皆

　

様
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
よ
ろ
し
く
お

　

願
い
し
ま
す
。

※
｢平
成
23
年
度
国
民
健
康
保
険
税
の
税

　

率
等
改
定
の
お
知
ら
せ
｣は
、
３
回
シ

　

リ
ー
ズ
で
掲
載
す
る
予
定
で
す
。

■
問
い
合
わ
せ

　

国
保
年
金
課
賦
課
係

　
　
　

(２
３
)８
７
９
２

医療給付費分
（すべての被保険者）

後期高齢者
支援金等分

（すべての被保険者）

介護納付金分
（40歳以上65歳
未満の被保険者）

参考（計）

低所得世帯に対する軽減
世帯の所得に応じ、均等割額の
７割・５割あるいは２割を軽減
します。

所得割額

均等割額

課税限度額

加入者の前年の所得に応じ計算します。

加入者１人当たりの金額です。

加入者の前年の所得に応じ計算します。

加入者１人当たりの金額です。

加入者の前年の所得に応じ計算します。

加入者１人当たりの金額です。

所得割額

均等割額

課税限度額

所得割額

均等割額

課税限度額

所得割額

均等割額

課税限度額

項　　　目 内　　　容
改定前 改定後

比較増減
（平成 22 年） （平成 23年）

６．９％ ８．９％ ２．０％

37,000 円 41,000 円 4,000 円

470,000 円 500,000 円 30,000 円

１．８％ ２．４％ ０．６％

11,000 円 11,000 円 0 円

120,000 円 130,000 円 10,000 円

１．６％ ２．３％ ０．７％

13,000 円 15,000 円 2,000 円

90,000 円 100,000 円 10,000 円

10．３％ 13．６％ ３．３％

61,000 円 67,000 円 6,000 円

680,000 円 730,000 円 50,000 円

均等割額 均等割額

【大田原市国民健康保険税率等】
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